
 

令和７年度 

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 

新利根川地区用地測量等業務 

特 別 仕 様 書 （当初） 

関東農政局 利根川水系土地改良調査管理事務所 

 



 

項   目 内          容 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第 1-1 条 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第 1-2 条 

 

 

（場所） 

第 1-3 条 

 

（業務概要） 

第 1-4 条 

 

 

 

 

 

 

 

（土地の立入り等） 

第 1-5 条 

 

 

 

（班編成） 

第 1-6 条 

 

（一般事項） 

第 1-7 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業新利根川地

区用地測量等業務（以下「本業務」という。）の施行にあたって

は、農林水産省農村振興局制定「測量業務共通仕様書」（以下

「共通仕様書」という。）、測量業務のうち用地測量業務におい

ては、「用地調査等業務共通仕様書」（以下「用地共通仕様書」

という。）によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、

この特別仕様書によるものとする。 

本業務は、昭和２１年～昭和４０年に国営新利根川農業水利

事業により造成された施設の地上及び管内部の路線測量等、権

利設定のために用地測量を行うものである。 

 

本業務において対象とする施設の場所は、茨城県稲敷市で、

別添位置図に示すとおりである。 

本業務の概要は次のとおりであり、詳細は第３章に示すもの

とする。 

１．路線測量等 

・伊崎２号幹線水路測量    L=0.52km 

・３級水準測量（地表部）      7.70km 

・３級基準点測量（地表部）       ４点 

２．用地測量 

 ・伊崎２号幹線水路測量     0.93ha 

 

業務実施のための土地の立入り等は、共通仕様書第１６条に

よるが、発注者の許可なく土地の踏み荒らし、立木伐採等行っ

た場合に対する補償は、受注者の責任において処理するものと

する。 

本業務は、１班以上の編成により行うものとする。 

業務請負契約書、共通仕様書及び用地共通仕様書に示す以外

の一般事項は、次のとおりである。 

（１）作業実施の順序・方法等は、監督職員と密接な連絡を取

り、作業の円滑な進捗を図るものとする。 

（２）測量予定線、測量作業規程第 24条（基準点測量、作業計

画）、第 51条（水準測量、作業計画）については、事前に

監督職員と打合せ、承諾を得るものとする。 

（３）作業に従事する技術者は、対象業務に充分な知識と経験

を有した者とする。 



 

項   目 内          容 

 

 

 

（配置技術者の確認） 

第 1-8 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保険加入） 

第 1-9 条 

 

 

 

第２章 作業条件 

（作業条件） 

第 2-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）受注者は、常に業務内容を把握し、業務期間中であって

も監督職員が資料の提出を求めた時は、速やかにこれに応

じるものとする。 

 

共通仕様書第１１条及び用地共通仕様書第４２条における業

務組織計画の作成、共通仕様書第１２条に基づく技術者情報の

登録にあたっては、次によるものとする。 

（１）受注者は、業務計画書及び作業計画書の業務組織計画に

配置技術者の所属・役職及び分担業務を明確に記載するも

のとする。なお、変更業務計画書及び変更作業計画書にお

いて、業務組織計画を変更する際も同様とする。 

（２）農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス

(AGRIS)への技術者情報の登録は、業務計画書及び作業計画

書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対

象とする。 

受注者は、共通仕様書第３８条に示されている保険に加入し

ている旨を業務計画書及び作業計画書に明示しなければならな

い。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証

明する書類を提示しなければならない。 

基本条件は、次のとおりである。 

１．路線測量等 

本測量作業の基準となる既知点は、次表及び別添図面に示

すとおりである。 

 

２．用地測量 

 （１）測量の基準は、平面直角座標系による。 

 （２）測量及び面積測定の精度区分は、甲三以上とする。 

 （３）縮尺は、１／５００とする。 

 既設の基準点・水準点名 標高（EL） 備考 

（１） 一等水準点 No.4019 20.185m  

（２） 一等水準点 No.4020 28.898m  

（３） 電子基準点桜川 －  

（４） 電子基準点茨城鹿嶋Ａ －  

（５） 電子基準点大栄 －  

（６） 電子基準点阿見 －  



 

項   目 内          容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(対象施設) 

第 2-2 条 

（貸与資料） 

第 2-3 条 

 

 

 

 

 

 

（貸与資料の取扱い） 

第 2-4 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．共通事項 

本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意して作業を

進めるものとする。 

（１）伊崎２号幹線水路は、新利根川土地改良区が管理して

いる。 

（２）作業の実施にあたっては、事前に作業方法について監

督職員と十分打合せを行い、手戻りのないように留意し

なければならない。 

（３）本業務において生じた第三者との紛争は、受注者の責

任において処理しなければならない。 

（４）現地調査の実施時期は、施設内への立ち入り日程等、

詳細について監督職員と打合せ後、実施するものとす

る。 

 

本業務の対象施設は、伊崎２号幹線水路とする。 

 

 

貸与資料は次のとおりである。 

貸 与 資 料 数量 

前歴事業平面縦断図 １式 

令和６年度国営造成水利施設ストックマネジメ

ント推進事業 那須野原地区ほか用地調査等業

務成果 

１式 

その他必要な資料 １式 

 

第 2-3 条に示す貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 

（１）貸与資料は原則として複写転載を禁ずると共に、その取

扱いは十分留意しなければならない。 

（２）貸与資料の使用に当たっては、その適用について監督職

員の指示を受けるものとする。 

（３）使用する図書及び貸与資料の記載事項で、相互に矛盾が

ある場合や、解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議

する。 

（４）貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するも

のとし、監督職員の請求があった場合のほか、完了検査時

に一括返納しなければならない。 

 



 

項   目 内          容 

第３章 作業内容 

（作業項目及び数量） 

第 3-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとお

りである。 

１．路線測量等 

作 業 項 目 数 量 備 考 

１）作業計画 1 業務  

２）現地踏査 0.52km 平地、耕地 

３）中心線測量（地表部） 0.52km 

平地、耕地 

測点間隔 50m 

単曲線区分 0 

４）中心線測量（管内部） 0.52km 
測点間隔 50m

単曲線区分 0 

５）縦断測量（地表部） 0.52km 平地、耕地 

６）縦断測量（管内部） 0.52km  

７）仮 BM設置測量（地表部） 0.52km 
平地、耕地 

道路上 

８）３級水準測量（地表部） 7.70km 
平地、耕地 

道路上 

９）３級基準点測量（地表

部） 
4 点 

200m 間隔 

平地、耕地 

（成果検定含

む） 

10）３級基準点測量（管内

部） 
4 点 

マンホール等の

位置 

11）４級基準点測量（地表

部） 
8 点 50m 間隔 

12）４級基準点測量（管内

部） 
20 点 25m 間隔 

 

２．用地測量 

作 業 項 目 数 量 備 考 

１）作業計画 １業務  

２）現地踏査 １業務 耕地 

３）公共用地管理者との打合

せ 
１業務  

４）依頼書の作成 0.45km  

５）協議書の作成 0.45km  

６）境界の確認 0.93ha 耕地 

７）土地境界立会確認書の作

成 
0.68ha 耕地 

８）復元測量 0.32ha 耕地 
 



 

項   目 内          容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作業の留意点） 

第 3-2 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作 業 項 目 数 量 備 考 

９）境界測量 0.93ha 耕地 

10）用地境界仮杭の設置 0.09ha 耕地 

11）境界点間測量 1.25ha 耕地 

11）面積計算 0.93ha 耕地 

12）用地実測図の作成 0.93ha 縮尺 1/500 

13）用地平面図等の作成 9.00ha 縮尺 1/500 

14）区分地上権設定範囲図作成 ２枚  

15）地積測量図等の作成 0.93ha 耕地 

16）不動産調査報告書の作成 11 筆 耕地 

 

業務の実施に際し、特に留意する点は次のとおりとする。 

 １．路線測量等 

（１）中心線測量 

① 中心杭の間隔は、原則として 50m 間隔とし、地形の変

化点等必要に応じて追加点を設置するものとする。 

② 杭打ちが不可能な箇所では、固定物に打鋲等を行い示

すことができるが、この場合には固定物の近くに杭を打

設し、名称等を付記して目視確認が十分にできるものと

する。 

③ 管内部測量については、11 月 1 日以降に行うものとす

る。 

（２）縦断測量 

縦断平面図の縮尺は、縦 S=1/200、横 S=1/500 とす

る。 

（３）仮 BM 設置測量 

仮 BMの設置は、監督職員の指示により行うものとす

る。 

（４）測量成果の検定 

本測量成果の検定については、測量作業規程第１４条

を適用する。 

 

２．用地測量 

（１）公共用地管理者との打合せ 

   公共用地管理者との打合せ内容等を記載した打合せ簿

を提出するものとする。 

（２）依頼書の作成 

    公共用地の境界を確定するため、公共用地管理者に立

会等を求めるときの依頼書を作成する。 

（３）協議書の作成 

    境界確定作業完了後において境界確定図に押印を求め

るときの必要書類を作成する。 



 

項   目 内          容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）境界の確認 

① 立会い通知は、立会日の１０日前までに関係者に届く

よう受注者が行うものとする。 

  ② 杭の規格は４．５㎝×４．５㎝×４５㎝とする。 

  ③ 境界確認に伴う立会人の日当は、受注者の負担とす

る。立会人の日当は８，０００円／人とし、人数は１４

人とする。 

（５）復元測量 

杭の規格は４．５㎝×４．５㎝×４５㎝とする。 

（６）用地境界仮杭の設置 

① 本業務で作成する縦断平面図等に基づき区分地上権設

定する用地について、用地境界仮杭を設置する。 

② 杭の規格は６．０㎝×６．０㎝×６０㎝とする。 

③ 区分地上権設定用地の杭は黄色のペイントで着色す

る。 

 （７）面積計算 

区分地上権を設定する用地について面積計算を行うも

のとする。また、区分地上権設定に係る残地についても

面積計算を行う。 

（８）用地実測図の作成 

    図面の用紙はポリエステルフィルム＃３００又はこれ

と同等以上のものとし、規格はＡ１型とする。 

 （９）用地平面図等作成 

  ① 用地実測図を基に、区分地上権設定図を作成する。 

  ② 上記①で作成した図面に面積計算の結果を求積表とし

て記載する。 

（10）区分地上権設定範囲図作成 

本業務で作成する縦断平面図を基礎とし、それに含ま

れる現況平面図に当事務所で所有する転写連続図を重ね

る。また縦断図には土地境界、区分地上権設定範囲及び

阻害深度を記載するものとする。 

縮尺は、縦 S=1/200、横 S=1/500 とする。 

（11）地積測量図（案）等作成     

地積測量図（案）及び土地所在図（案）の作成は、不

動産登記規則（平成 17年 2月 18 日法務省令第 18）第７

３条から第７８条及び不動産登記事務取扱手続準則（平

成 17年 2月 25 日法務省民二第 456 号法務省民事局長通

達）第５０条から第５１条までの規定による。 

（12）不動産調査報告書の作成 

不動産登記規則（平成 17年 2月 18 日法務省令第 18）

第９３条ただし書きに規定する不動産の調査に関する報

告書を作成する。なお、報告書の作成には調査素図の作

成及び境界標識等の画像情報の整備も含む。 



 

項   目 内          容 

 

 

 

 

 

 

（管理技術者） 

第 3-3 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

（照査技術者） 

第 3-4 条 

 

 

（担当技術者） 

第 3-5 条 

 

 

第４章 打合せ 

（打合せ） 

第 4-1 条 

 

 

 

 

 

 

 ３．共通事項 

（１）測量成果等の登録 

本業務の成果については、国土地理院へ登録予定であ

る。 

受注者は公共測量手続きの補助を行う。    

 

（１）管理技術者は、共通仕様書第７条３項によるものとす

る。 

（２）予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格（以下、

「調査基準価格」という。）を下回る価格で契約した場合に

おいては、管理技術者は屋外で行う調査の実施に際して現

場に常駐するとともに、作業日毎に業務の内容を監督職員

に報告しなければならない。 

なお、管理技術者は現場での常駐場所を定めた場合、あ

るいは変更した場合は監督職員に報告することとする。 

 

（１）用地測量においては、照査技術者を定めるものとする。 

（２）照査技術者は、用地共通仕様書第９条２項によるものと

する。 

 

担当技術者は、共通仕様書第８条及び用地共通仕様書第１０

条によるものとする。 

 

 

 

共通仕様書第１０条による打合せについては、主として次の

段階で行うものとし、管理技術者が出席するものとする。 

初 回 作業着手の段階 

第２回 中間打合せ（用地測量） 

第３回 中間打合せ（路線測量等） 

最終回 報告書原稿作成段階 

 

打合せ場所は、関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務

所で行うものとする。 

 



 

項   目 内          容 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 成果物 

（成果物） 

第 5-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務

担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容

について、監督職員と相互に確認するものとする。 

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合において

は、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術者

の立会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とは

しない。その際、管理技術者は、共通仕様書第１１条に定める

業務計画書及び用地共通仕様書第４２条に定める作業計画書に

基づく業務工程等の管理状況を報告しなければならない。 

 

１．路線測量等 

成果物を共通仕様書第１８条に基づき作成し、次のものを提

出しなければならない。 

１．成果物の電子媒体（CD-R 等）正副２部 

２．成果物の出力  １部（電子媒体の出力、市販のファイ

ル綴じで可） 

３．図面書面    ２部（製本 Ａ１版、Ａ２版各１部） 

 

 

２．用地測量 

 

 

成 果 物 数 量 装丁等 

（１）公共用地境界

確定図書等 
電子データ 正副２部 CD-R 等 

書 面 １部  

原 本 １部  

（２）土地境界立会

確認書 
電子データ 正副２部 CD-R 等 

書 面 １部  

原 本 １部  

（３）用地実測図 電子データ 正副２部 CD-R 等 

製 本 ２部 
A1 版 1 部 

A2 版 1 部 

原 図 １部 図面ﾌｧｲﾙ 

（４）用地平面図 

 ① 区分地上権設

定図 

 ② 境界点番号図 

電子データ 正副２部 CD-R 等 

製 本 ２部 
A1 版 1 部 

A2 版 1 部 



 

項   目 内          容 

 

 

 

 

 

 

 

 

（成果物の提出先） 

第 5-2 条 

 

 

 

第６章 契約変更 

（契約変更） 

第 6-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 定めなき事

項 

（定めなき事項） 

第 7-1 条 

 

 

成果物の提出先は、次のとおりとする。 

千葉県柏市根戸４７１－６５ 

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 

 

 

 

業務請負契約書第１７条から第２０条に規定する発注者と受

注者による協議事項は、次のとおりとする。 

（１）第 2-1 条に示す「作業条件」に変更が生じた場合。 

（２）第 2-2 条に示す「対象施設」に変更が生じた場合。 

（３）第 3-1 条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場

合。 

（４）第 4-1 条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

（５）第 5-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

（６）履行期間の変更が生じた場合。 

（７）関係機関等対外的協議等により業務計画等に変更が生じ

た場合。 

（８）現地踏査時の状況確認の結果、調査項目の追加が生じた

場合。 

（９）その他重要な変更が生じた場合。 

 

 

 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり

疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとす

る。 

成 果 物 数 量 装丁等 

（５）地積測量図等 電子データ 正副２部 CD-R 等 

書 面 １部 綴込み 

（６）不動産調査報

告書 
電子データ 正副２部 CD-R 等 

書 面 ２部 
綴込み1部 

個別 1 部 

 



別添図面１

一等水準点 ４０１９

一等水準点 ４０２０



別添図面２

湯本啓希(YUMOTOHiroki)
テキストボックス
電子基準点　桜川


湯本啓希(YUMOTOHiroki)
テキストボックス
電子基準点　茨城鹿嶋Ａ


湯本啓希(YUMOTOHiroki)
テキストボックス
電子基準点　阿見


湯本啓希(YUMOTOHiroki)
テキストボックス
電子基準点　大栄



